
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
都
市
公
園
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
公
園
又
は
緑
地
で
、
そ
の
設
置
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
又
は
国
が
当
該
公
園
又
は
緑

地
に
設
け
る
公
園
施
設
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

略

二

次
に
掲
げ
る
公
園
又
は
緑
地
で
国
が
設
置
す
る
も
の

イ

一
の
都
府
県
の
区
域
を
超
え
る
よ
う
な
広
域
の
見
地
か
ら
設
置
す
る
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
公
園
又
は
緑
地
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

国
家
的
な
記
念
事
業
と
し
て
、
又
は
我
が
国
固
有
の
優
れ
た
文
化
的
資
産
の
保
存
及
び
活
用
を
図
る
た
め
閣
議
の
決
定
を
経
て
設
置
す
る
都
市
計

画
施
設
で
あ
る
公
園
又
は
緑
地

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
園
施
設
」
と
は
、
都
市
公
園
の
効
用
を
全
う
す
る
た
め
当
該
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

一
・
二

略

三

休
憩
所
、
ベ
ン
チ
そ
の
他
の
休
養
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

四

ぶ
ら
ん
こ
、
す
べ
り
台
、
砂
場
そ
の
他
の
遊
戯
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

五

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
水
泳
プ
ー
ル
そ
の
他
の
運
動
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

六

植
物
園
、
動
物
園
、
野
外
劇
場
そ
の
他
の
教
養
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

七
・
八

略

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
公
園
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の

３

略
（
都
市
公
園
の
設
置
基
準
）

第
三
条

地
方
公
共
団
体
が
都
市
公
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
都
市
公
園
の
配
置
及
び
規
模
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る

よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。



２

国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
都
市
公
園
の
配
置
、
規
模
、
位

置
及
び
区
域
の
選
定
並
び
に
整
備
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
園
施
設
の
設
置
基
準
）

第
四
条

一
の
都
市
公
園
に
公
園
施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
る
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建

築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
面
積
（
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
施
設
た
る
建
築
物
の
建
築
面
積
を
除
く
。
）
の
総
計
は
、
当
該
都
市
公
園
の

敷
地
面
積
の
百
分
の
二
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
動
物
園
を
設
け
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
特
別
の
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

範
囲
内
で
こ
れ
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

略
（
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
）

第
六
条

都
市
公
園
に
公
園
施
設
以
外
の
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
を
設
け
て
都
市
公
園
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
園
管
理
者
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

略

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
占
用
の
期
間
は
、
十
年
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

を
更
新
す
る
と
き
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
七
条

公
園
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し
、

都
市
公
園
の
占
用
が
公
衆
の
そ
の
利
用
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
ず
、
か
つ
、
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

略

五

非
常
災
害
に
際
し
災
害
に
か
か
つ
た
者
を
収
容
す
る
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

六

略

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設

（
補
助
金
）

第
十
九
条

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
都
市
公
園
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
の



一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
九

略

十

地
域
防
災
計
画

一
定
地
域
に
係
る
防
災
に
関
す
る
計
画
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

都
道
府
県
地
域
防
災
計
画

都
道
府
県
の
地
域
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
都
道
府
県
防
災
会
議
が
作
成
す
る
も
の

ロ

市
町
村
地
域
防
災
計
画

市
町
村
の
地
域
に
つ
き
、
当
該
市
町
村
の
市
町
村
防
災
会
議
又
は
市
町
村
長
が
作
成
す
る
も
の

ハ

都
道
府
県
相
互
間
地
域
防
災
計
画

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
わ
た
る
地
域
に
つ
き
、
都
道
府
県
防
災
会
議
の
協
議
会
が

作
成
す
る
も
の

ニ

市
町
村
相
互
間
地
域
防
災
計
画

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
わ
た
る
地
域
に
つ
き
、
市
町
村
防
災
会
議
の
協
議
会
が
作
成
す

る
も
の

○

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

略

四

都
道
府
県
立
自
然
公
園

優
れ
た
自
然
の
風
景
地
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
が
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

五
・
六

略


